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①海洋プラスチックごみ国際対策事業

G20日本開催で合意・了承された「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠
組」に基づく各国の取組に関する情報共有・相互学習により、取組の効果
的な実施を進めつつ、国連環境総会決議に基づく国際的な対策オプション
について、我が国から積極的な提案を行う。

②海洋プラスチックごみ実態把握事業
• マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみの発生源、排出量、
流出経路を把握し、効果的な海洋ごみ対策に役立つ世界共通・国内のイ
ンベントリ推計手法の検討・開発を行う。

• マイクロプラスチックについて、安定した精度で幅広い主体が、海洋中
の賦存の実態等を効率的に分析できる機器の開発を推進する。

• マイクロプラスチックのモニタリング結果を、我が国が策定したガイド
ラインを用いて整理し、２次元マップ等を作成して可視化する。

海洋プラスチックごみ総合対策費

事業イメージ

請負事業、拠出金

①G20各国と合意した「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」を着実に実施しつつ、国連下での今後の取組に関する

議論に積極的に関与・貢献することで、地球規模の海洋プラスチックごみ対策を我が国がリードする。

②対策の基盤となる海洋プラスチックごみの科学的知見（排出実態・分析・モニタリング等）を強化することにより、効

果的な海洋プラスチックごみの削減対策を図る。

【令和２年度予算（案） 210百万円（58百万円・一部組替） 】

民間事業者・団体、大学等

令和２年度～
※事業の一部は平成26年度～

環境省 水・大気環境局 水環境課 海洋環境室 電話：03-5521-9025

■請負先

Ｇ20大阪サミットで合意・共有された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向け、国際枠組に基づく
取組の推進や、科学的知見の強化により、実効性のある海洋プラスチックごみ対策を着実に実施します。

地球規模の海洋プラスチックごみ対策の促進
海洋プラスチックごみに関する科学的知見整備
我が国イニシアティブ・プレゼンス強化

国際的な取組・議論の主導

Ｇ２０や国連環境総会

での取組・議論でイニ

シアティブを発揮

排出実態等の把握

対策の基盤となる排出

実態等を把握すること

により効果的な対策を

促進


